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   Ｃ０８Ｌ  33/06    　　　　
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【手続補正書】
【提出日】平成26年1月31日(2014.1.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　封止剤組成物から形成される封止材を含む正温度係数加熱回路であって、前記封止剤組
成物は、本質的に
　（ａ）前記封止剤組成物の全重量を基準として７０～９７重量％の第１の有機媒体であ
って、前記第１の有機媒体は、第１の有機溶媒中に溶解された、前記第１の有機媒体の全
重量を基準として３０～６０重量％の熱可塑性フルオロポリマー樹脂を含む第１の有機媒
体と；
　（ｂ）前記封止剤組成物の全重量を基準として３～３０重量％の第２の有機媒体であっ
て、前記第２の有機媒体は、第２の有機溶媒中に溶解された、前記第２の有機媒体の全重
量を基準として１０～５０重量％のアクリル樹脂を含む第２の有機媒体と、
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からなり、前記封止剤組成物は加熱されて全溶媒を除去されている、正温度係数加熱回路
。
【請求項２】
　前記熱可塑性フルオロポリマー樹脂が、ポリフッ化ビニリデンホモポリマーまたはポリ
フッ化ビニリデン系コポリマーであり、前記アクリル樹脂がメタクリル酸メチルコポリマ
ーである、請求項１に記載の正温度係数加熱回路。
【請求項３】
　前記熱可塑性フルオロポリマー樹脂がポリフッ化ビニリデン－ヘキサフルオロプロピレ
ン－テトラフルオロエチレンコポリマーである、請求項２に記載の正温度係数加熱回路。
【請求項４】
　封止剤組成物から形成される封止材を含む正温度係数加熱回路であって、前記封止剤組
成物は、本質的に
　（ａ）第１の有機媒体であって、前記第１の有機媒体は、第１の有機溶媒中に溶解され
た、前記第１の有機媒体の全重量を基準として３０～６０重量％の熱可塑性フルオロポリ
マー樹脂を含む第１の有機媒体と；
　（ｂ）第２の有機媒体であって、前記第２の有機媒体は、第２の有機溶媒中に溶解され
た、前記第２の有機媒体の全重量を基準として１０～５０重量％のアクリル樹脂を含む第
２の有機媒体と；
　（ｃ）ヒュームドシリカと、
からなり、前記封止剤組成物は加熱されて全溶媒を除去されている、正温度係数加熱回路
。
【請求項５】
　封止剤組成物から形成される封止材を含む正温度係数加熱回路を有するヒーターであっ
て、前記封止剤組成物は、本質的に
　（ａ）前記封止剤組成物の全重量を基準として７０～９７重量％の第１の有機媒体であ
って、前記第１の有機媒体は、第１の有機溶媒中に溶解された、前記第１の有機媒体の全
重量を基準として３０～６０重量％の熱可塑性フルオロポリマー樹脂を含む第１の有機媒
体と；
　（ｂ）前記封止剤組成物の全重量を基準として３～３０重量％の第２の有機媒体であっ
て、前記第２の有機媒体は、第２の有機溶媒中に溶解された、前記第２の有機媒体の全重
量を基準として１０～５０重量％のアクリル樹脂を含む第２の有機媒体と、
からなり、前記封止剤組成物は加熱されて全溶媒を除去されている、ヒーター。
【請求項６】
　ミラーヒーターまたはシートヒーターの形態である、請求項５に記載のヒーター。
【請求項７】
　前記正温度係数加熱回路が：
　（ｉ）１２５ｃｃ／１００ｇカーボンブラック以下のＤＢＰ吸収量を有する１５～３０
重量％のカーボンブラックと；
　（ｉｉ）１０～４０重量％の塩素化無水マレイン酸グラフトポリプロピレン樹脂と；
　（ｉｉｉ）前記樹脂を可溶化することができる有機媒体と
を含む正温度係数組成物を含み、前記組成物を加熱して前記有機媒体が除去され、それに
よって正温度係数炭素抵抗器が形成されており、前記封止材によって前記正温度係数炭素
抵抗器が封止されている、請求項６に記載のヒーター。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
　封止材によって得られる性能の改善は、表Ｉに示される結果から明らかである。封止材
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なしで観察された抵抗シフトは、封止材を有する場合の４倍を超えている。パワーサイク
リングを行った場合、封止材なしの場合の平衡温度は、サイクルごとに上昇し続けたが、
封止されたヒーター回路は良好な温度安定性を示している。さらに、７０℃における抵抗
の室温における抵抗に対する比によって測定されるＰＴＣ効果の大きさは、実施例１のＰ
ＴＣ回路において、比較例１のＰＴＣ回路よりも約２０％高く、このことは封止材を使用
した場合に見られる改善をさらに裏付けている。
　以下に、本発明の好ましい態様を示す。
［１］　（ａ）第１の有機溶媒中に溶解させた３０～６０重量％の熱可塑性フルオロポリ
マー樹脂を含む第１の有機媒体であって、前記重量パーセントは前記第１の有機媒体の全
重量を基準としている、第１の有機媒体と；
　（ｂ）第２の有機溶媒中に溶解させた１０～５０重量％のアクリル樹脂を含む第２の有
機媒体であって、前記重量パーセントは前記第２の有機媒体の全重量を基準としている、
第２の有機媒体と、
を含むポリマー厚膜封止材組成物。
［２］　前記熱可塑性フルオロポリマー樹脂が、ポリフッ化ビニリデンホモポリマーまた
はポリフッ化ビニリデン系コポリマーであり、前記アクリル樹脂がメタクリル酸メチルコ
ポリマーである、［１］に記載のポリマー厚膜封止材組成物。
［３］　前記熱可塑性フルオロポリマー樹脂がポリフッ化ビニリデン－ヘキサフルオロプ
ロピレン－テトラフルオロエチレンコポリマーである、［２］に記載のポリマー厚膜封止
材組成物。
［４］　ヒュームドシリカをさらに含む、［１］に記載のポリマー厚膜封止材組成物。
［５］　［１］～［４］のいずれか一項に記載の封止材組成物から形成された封止材を含
む、正温度係数加熱回路。
［６］　［１］～［４］のいずれか一項に記載の封止材組成物から形成された封止材を含
む正温度係数加熱回路を有する、ヒーター。
［７］　ミラーヒーターまたはシートヒーターの形態である、［６］に記載のヒーター。
［８］　前記正温度係数加熱回路が：
　（ｉ）約１２５ｃｃ／１００ｇカーボンブラック以下のＤＢＰ吸収量を有する１５～３
０重量％のカーボンブラックと；
　（ｉｉ）１０～４０重量％の塩素化無水マレイン酸グラフトポリプロピレン樹脂と；
　（ｉｉｉ）前記樹脂を可溶化することができる有機媒体と
を含む正温度係数組成物を含み、前記組成物を加熱して前記有機媒体が除去され、それに
よって正温度係数炭素抵抗器が形成されており、前記封止材によって前記正温度係数炭素
抵抗器が封止されている、［７］に記載のヒーター。
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